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第　 5 5 　号

　　　熊本県手数料条例の一部を改正する条例の制定について

　熊本県手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。

　　令和 5年 2月 1 7 日提出

� 熊本県知事　蒲　島　郁　夫　　　

　　　熊本県手数料条例の一部を改正する条例

　熊本県手数料条例（平成 1 2 年熊本県条例第 9号）の一部を次のように改正する。

　第 2条第 1項第 1 9 3 号の次に次の 1号を加える。

　（193）の 2　建築基準法第 5 2 条第 6項第 3号の規定に基づく建築物の容積率に関する

特例の認定の申請に対する審査

　　　建築物の容積率の特例認定申請手数料　 2 7 ， 0 0 0 円

　第 2条第 1項第 1 9 4 号の 2中「建ぺい率に」を「建蔽率に」に、「隣地境界線から後

退して壁面線の指定がある場合等における建築物の建ぺい率の許可申請手数料」を「隣地

境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の許可申請手数料」

に改め、同項第 1 9 4 号の 3中「第 5 3 条第 5項」を「第 5 3 条第 5項（第 4号に係る部

分を除く。）」に、「建ぺい率に」を「建蔽率に」に、「前面道路の境界線から後退して

壁面線の指定がある場合等における建築物の建ぺい率の許可申請手数料」を「前面道路の

境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の許可申請手数料」

に改め、同号の次に次の 1号を加える。

　（194）の 4　建築基準法第 5 3 条第 5項（第 4号に係る部分に限る。）の規定に基づく

建築物の建蔽率に関する許可の申請に対する審査

　建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事等を行う建築物

の建蔽率の許可申請手数料　 1 6 0 ， 0 0 0 円

　第 2条第 1項第 1 9 5 号中「基づく建築物の建ぺい率」を「基づく建築物の建蔽率」に、

「建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料」を「建築物の建蔽率

に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料」に改め、同項第 1 9 8 号中「第 5 5 条第

3項各号」を「第 5 5 条第 3項又は第 4項各号」に改め、同項第 2 0 0 号の 4の次に次の

1号を加える。

　（200）の 5　建築基準法第 5 8 条第 2項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対

する審査

　　　高度地区における建築物の高さの許可申請手数料　 1 6 0 ， 0 0 0 円

　第 2条第 1項第 2 0 1 号中「基づく建築物の容積率、建ぺい率」を「基づく建築物の容��

積率、建蔽率」に、「高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁

面の位置の特例許可申請手数料」を「高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建
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築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料」に改め、同項第 2 0 4 号中「基づく建築物

の建ぺい率」を「基づく建築物の建蔽率」に、「再開発等促進区等における建築物の容積

率、建築物の建ぺい率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料」

を「再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関す

る制限の適用除外に係る認定申請手数料」に改め、同項第 2 0 7 号中「第 6 8 条の 5の 2

第 2項」を「第 6 8 条の 5の 3第 2項」に改め、同項第 2 0 8 号中「第 6 8 条の 5の 4第

1項」を「第 6 8 条の 5の 5第 1項」に改め、同項第 2 0 9 号中「第 6 8 条の 5の 5第 1

項」を「第 6 8 条の 5の 6」に、「建ぺい率に」を「建蔽率に」に、「地区計画等の区域

における建築物の建ぺい率の特例認定申請手数料」を「地区計画等の区域における建築物

の建蔽率の特例認定申請手数料」に改め、同項第 2 1 3 号ア中「既存建築物を除く」を「

建築等をするものに限る」に改め、同項第 2 1 3 号の 3ア中「既存建築物を除く」を「建

築等をするものに限る」に改め、同項第 2 1 4 号中「同一敷地内認定建築物以外の建築物

の建築の」を「公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物に関する」に、「

同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料」を「公告認定対象区域におけ

る新築又は増築等に係る建築物の認定申請手数料」に改め、同号ア中「同一敷地内認定建

築物を除く」を「新築又は増築等をするものに限る」に改め、同項第 2 1 4 号の 2中「基

づく同一敷地内認定建築物以外の」を「基づく公告認定対象区域における新築又は増築等

に係る」に、「同一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可

申請手数料」を「公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の容積率又は各

部分の高さの特例許可申請手数料」に改め、同号ア中「同一敷地内認定建築物を除く」を

「新築又は増築等をするものに限る」に改め、同項第 2 1 4 号の 3中「同一敷地内許可建

築物以外の建築物の建築の」を「公告許可対象区域における新築又は増築等に係る建築物

に関する」に、「同一敷地内許可建築物以外の建築物の特例許可申請手数料」を「公告許

可対象区域における新築又は増築等に係る建築物の許可申請手数料」に改め、同号ア中「

同一敷地内許可建築物を除く」を「新築又は増築等をするものに限る」に改め、同項第 2

1 6 号中「規定に基づく建築物の容積率、建ぺい率」を「規定に基づく建築物の容積率、

建蔽率」に、「一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、

外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料」を「一団地の住

宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関

する制限の適用除外に係る認定申請手数料」に改め、同項第 4 0 0 号の 8の次に次の 2号

を加える。

　（400）の 9　道路交通法第 7 5 条の 1 2 第 1 項の規定に基づく特定自動運行の許可の申

請に対する審査　

　　　特定自動運行許可申請手数料　 7 9 ， 2 0 0 円
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　（400）の10　道路交通法第 7 5 条の 1 6 第 1 項の規定に基づく特定自動運行計画の変更

の許可の申請に対する審査

　　　特定自動運行計画変更許可申請手数料　 7 8 ， 5 0 0 円

　第 2条第 1項第 4 7 8 号中「宅地造成等規制法」を「宅地造成等規制法の一部を改正す

る法律（令和 4年法律第 5 5 号）附則第 2条第 1項の規定によりなお従前の例によること

とされる場合における同法による改正前の宅地造成等規制法」に改め、同項第 4 7 9 号中

「宅地造成等規制法」を「宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第 2条第 2項の規

定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の宅地造成等規

制法」に改め、同項第 5 9 1 号中「第 1 1 条第 1項」を「第 6条第 1項」に改め、同項第

6 2 5 号中「からウまで」を「及びイ」に改め、同号ア中「又は（イ）」を「から（ウ）

まで」に改め、同号ア（イ）中「場合」の次に「（誘導性能基準（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令（平成 2 8 年経済産業省・国土交通省令第 1号）第 1 0 条第 2号

イ（ 1）及びロ（ 1）に規定する基準をいう。次号ア（イ）、別表第 2 6 の 5 及び別表第 2 6

の 8 において同じ。）により評価する方法による場合に限る。）」を加え、同号アに次の

ように加える。

　　　（ウ）　適合証、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知事が指定

するもののいずれも添付されない場合（誘導仕様基準（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第 1 0 条第 2号イ（ 2）及びロ（ 2）に規定する基準をい

う。次号ア（ウ）、別表第 2 6 の 5 及び別表第 2 6 の 8 において同じ。）によ

り評価する方法による場合に限る。）　 1 9 ， 0 0 0 円

　第 2条第 1項第 6 2 5 号イ中「全体」の次に「又は複合建築物の非住宅部分若しくは住

宅部分」を加え、同号ウを削り、同項第 6 2 5 号の 2中「からウまで」を「及びイ」に改

め、同号ア中「又は（イ）」を「から（ウ）まで」に改め、同号ア（イ）中「場合」の次

に「（誘導性能基準により評価する方法による場合に限る。）」を加え、同号アに次のよ

うに加える。

　　　（ウ）　適合証、設計住宅性能評価書及びこれらに相当するものとして知事が指定

するもののいずれも添付されない場合（誘導仕様基準により評価する方法によ

る場合に限る。）　 9， 5 0 0 円

　第 2条第 1項第 6 2 5 号の 2イ中「全体」の次に「又は複合建築物の非住宅部分若しく

は住宅部分」を加え、同号ウを削る。

　別表第 2 6 の 5 を次のように改める。

別表第 2 6 の 5 （第 2条第 1項第 6 2 5 号関係）

区分 金額

適合証、設計住 申請住戸数が 1戸の場合 6， 0 0 0 円
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　別表第 2 6 の 8 を次のように改める。

別表第 2 6 の 8 （第 2条第 1項第 6 2 5 号の 2関係）

宅性能評価書又

はこれらに相当

するものとして

知事が指定する

ものが添付され

た場合

申請住戸数が 2戸から 5戸までの場合 1 2 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 6戸から 1 0 戸までの場合 2 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 1 戸から 2 5 戸までの場合 3 4 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 6 戸から 5 0 戸までの場合 5 6 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 5 1 戸から 1 0 0 戸までの場合 1 0 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 0 1 戸から 2 0 0 戸までの場合 1 5 9 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 0 1 戸から 3 0 0 戸までの場合 2 0 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 3 0 0 戸を超える場合 2 1 4 ， 0 0 0 円

適合証

、設計

住宅性

能評価

書及び

これら

に相当

するも

のとし

て知事

が指定

するも

ののい

ずれも

添付さ

れない

場合

誘導性

能基準

により

評価す

る方法

申請住戸数が 1戸の場合 3 6 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2戸から 5戸までの場合 7 2 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 6戸から 1 0 戸までの場合 1 0 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 1 戸から 2 5 戸までの場合 1 4 1 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 6 戸から 5 0 戸までの場合 2 0 2 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 5 1 戸から 1 0 0 戸までの場合 2 8 8 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 0 1 戸から 2 0 0 戸までの場合 3 9 1 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 0 1 戸から 3 0 0 戸までの場合 5 1 3 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 3 0 0 戸を超える場合 6 0 3 ， 0 0 0 円

誘導仕

様基準

により

評価す

る方法

申請住戸数が 1戸の場合 1 9 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2戸から 5戸までの場合 3 5 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 6戸から 1 0 戸までの場合 5 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 1 戸から 2 5 戸までの場合 7 2 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 6 戸から 5 0 戸までの場合 1 0 8 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 5 1 戸から 1 0 0 戸までの場合 1 6 3 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 0 1 戸から 2 0 0 戸までの場合 2 3 2 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 0 1 戸から 3 0 0 戸までの場合 2 9 9 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 3 0 0 戸を超える場合 3 4 0 ， 0 0 0 円

区分 金額

適合証、設計住

宅性能評価書又

はこれらに相当

するものとして

知事が指定する

申請住戸数が 1戸の場合 3， 0 0 0 円

申請住戸数が 2戸から 5戸までの場合 6， 0 0 0 円

申請住戸数が 6戸から 1 0 戸までの場合 1 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 1 戸から 2 5 戸までの場合 1 7 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 6 戸から 5 0 戸までの場合 2 8 ， 0 0 0 円
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　別表第 2 6 の 1 1 の 2 備考 3中「（平成 2 8 年経済産業省・国土交通省令第 1号）」を��

削る。

　別表第 2 6 の 1 2 中備考以外の部分を次のように改める。

別表第 2 6 の 1 2 （第 2条第 1項第 6 2 5 号の 5関係）

ものが添付され

た場合

申請住戸数が 5 1 戸から 1 0 0 戸までの場合 5 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 0 1 戸から 2 0 0 戸までの場合 7 9 ， 5 0 0 円

申請住戸数が 2 0 1 戸から 3 0 0 戸までの場合 1 0 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 3 0 0 戸を超える場合 1 0 7 ， 0 0 0 円

適合証

、設計

住宅性

能評価

書及び

これら

に相当

するも

のとし

て知事

が指定

するも

ののい

ずれも

添付さ

れない

場合

誘導性

能基準

により

評価す

る方法

申請住戸数が 1戸の場合 1 8 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2戸から 5戸までの場合 3 6 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 6戸から 1 0 戸までの場合 5 0 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 1 戸から 2 5 戸までの場合 7 0 ， 5 0 0 円

申請住戸数が 2 6 戸から 5 0 戸までの場合 1 0 1 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 5 1 戸から 1 0 0 戸までの場合 1 4 4 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 0 1 戸から 2 0 0 戸までの場合 1 9 5 ， 5 0 0 円

申請住戸数が 2 0 1 戸から 3 0 0 戸までの場合 2 5 6 ， 5 0 0 円

申請住戸数が 3 0 0 戸を超える場合 3 0 1 ， 5 0 0 円

誘導仕

様基準

により

評価す

る方法

申請住戸数が 1戸の場合 9， 5 0 0 円

申請住戸数が 2戸から 5戸までの場合 1 7 ， 5 0 0 円

申請住戸数が 6戸から 1 0 戸までの場合 2 5 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 1 1 戸から 2 5 戸までの場合 3 6 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 6 戸から 5 0 戸までの場合 5 4 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 5 1 戸から 1 0 0 戸までの場合 8 1 ， 5 0 0 円

申請住戸数が 1 0 1 戸から 2 0 0 戸までの場合 1 1 6 ， 0 0 0 円

申請住戸数が 2 0 1 戸から 3 0 0 戸までの場合 1 4 9 ， 5 0 0 円

申請住戸数が 3 0 0 戸を超える場合 1 7 0 ， 0 0 0 円

区分 金額

住宅部

分（建

築物の

エネル

ギー消

費性能

の向上

適合証、設計住

宅性能評価書又

はこれらに相当

するものとして

知事が指定する

ものが添付され

た場合

一戸建ての住宅 1戸につき 5， 0

0 0 円

共同住宅

等

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

1 0 ， 0 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 2， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

2 0 ， 0 0 0 円
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に関す

る法律

第 1 1

条第 1

項に規

定する

住宅部

分をい

う｡ 以

下この

表から

別表第

2 6 の

1 4 ま

でにお

いて同

じ。）

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

4 4 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上のもの

7 8 ， 0 0 0 円

適合証

、設計

住宅性

能評価

書及び

これら

に相当

するも

のとし

て知事

が指定

するも

ののい

ずれも

添付さ

れない

場合

誘導性

能基準

により

評価す

る方法

一戸建て

の住宅

1戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル未満のもの

1戸につき 3 1 ，

0 0 0 円

1 戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル以上のもの

1戸につき 3 4 ，

0 0 0 円

共同住宅

等

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

6 1 ， 0 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 2， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

1 0 2 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

1 7 4 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上のもの

2 4 9 ， 0 0 0 円

誘導仕

様基準

により

評価す

る方法

一戸建て

の住宅

1戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル未満のもの

1戸につき 1 6 ，

0 0 0 円

1 戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル以上のもの

1戸につき 1 7 ，

0 0 0 円

共同住宅

等

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

2 9 ， 0 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 2， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

5 1 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

9 1 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上のもの

1 3 8 ， 0 0 0 円

非住宅 適合証又はこれに相当する 面積が 3 0 0 平方メートル 1 0 ， 0 0 0 円
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部分（

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第 1

1 条第

1項に

規定す

る非住

宅部分

をいう

。以下

この表

から別

表第 2

6 の 1

4 まで

におい

て同じ

。）

ものとして知事が指定する

ものが添付された場合

未満のもの

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 1， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

1 7 ， 0 0 0 円

面積が 1， 0 0 0 平方メー

トル以上 2， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

2 6 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

7 8 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上 1 0 ， 0 0 0 平方

メートル未満のもの

1 2 3 ， 0 0 0 円

面積が 1 0 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上 2 5 ， 0 0 0 平

方メートル未満のもの

1 5 5 ， 0 0 0 円

面積が 2 5 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上のもの

1 9 4 ， 0 0 0 円

適合証

及びこ

れに相

当する

ものと

して知

事が指

定する

ものの

いずれ

も添付

されな

い場合

モデル建物法によ

り評価されている

もの

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

7 7 ， 0 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 1， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

1 0 0 ， 0 0 0 円

面積が 1， 0 0 0 平方メー

トル以上 2， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

1 2 9 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

2 0 9 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上 1 0 ， 0 0 0 平方

メートル未満のもの

2 7 3 ， 0 0 0 円

面積が 1 0 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上 2 5 ， 0 0 0 平

3 2 8 ， 0 0 0 円
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　別表第 2 6 の 1 2 備考 6を同表備考 8とし、同表備考 5を同表備考 7とし、同表備考 4

を同表備考 6とし、同表備考 3を同表備考 5とし、同表備考 2の次に次のように加える。

3　誘導性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 1 0 条第 2

号イ（ 1）及びロ（ 1）に規定する基準をいう。

4　誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 1 0 条第 2

号イ（ 2）及びロ（ 2）に規定する基準をいう。

　別表第 2 6 の 1 3 中備考以外の部分を次のように改める。

別表第 2 6 の 1 3 （第 2条第 1項第 6 2 5 号の 6関係）

方メートル未満のもの

面積が 2 5 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上のもの

3 8 5 ， 0 0 0 円

標準入力法等によ

り評価されている

もの

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

2 0 1 ， 0 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 1， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

2 5 6 ， 0 0 0 円

面積が 1， 0 0 0 平方メー

トル以上 2， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

3 2 5 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

4 6 4 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上 1 0 ， 0 0 0 平方

メートル未満のもの

5 7 2 ， 0 0 0 円

面積が 1 0 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上 2 5 ， 0 0 0 平

方メートル未満のもの

6 7 6 ， 0 0 0 円

面積が 2 5 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上のもの

7 7 1 ， 0 0 0 円

区分 金額

住宅部

分

適合証、設計住

宅性能評価書又

はこれらに相当

一戸建ての住宅 1戸につき 2， 5

0 0 円

共同住宅 面積が 3 0 0 平方メートル 5， 0 0 0 円
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するものとして

知事が指定する

ものが添付され

た場合

等 未満のもの

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 2， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

1 0 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

2 2 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上のもの

3 9 ， 0 0 0 円

適合証

、設計

住宅性

能評価

書及び

これら

に相当

するも

のとし

て知事

が指定

するも

ののい

ずれも

添付さ

れない

場合

誘導性

能基準

により

評価す

る方法

一戸建て

の住宅

1戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル未満のもの

1戸につき 1 5 ，

5 0 0 円

1 戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル以上のもの

1戸につき 1 7 ，

0 0 0 円

共同住宅

等

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

3 0 ， 5 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 2， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

5 1 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

8 7 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上のもの

1 2 4 ， 5 0 0 円

誘導仕

様基準

により

評価す

る方法

一戸建て

の住宅

1戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル未満のもの

1戸につき 8， 0

0 0 円

1 戸当たりの面積が 2 0 0

平方メートル以上のもの

1戸につき 8， 5

0 0 円

共同住宅

等

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

1 4 ， 5 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 2， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

2 5 ， 5 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

4 5 ， 5 0 0 円
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ートル未満のもの

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上のもの

6 9 ， 0 0 0 円

非住宅

部分

適合証又はこれに相当する

ものとして知事が指定する

ものが添付された場合

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

5， 0 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 1， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

8， 5 0 0 円

面積が 1， 0 0 0 平方メー

トル以上 2， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

1 3 ， 0 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

3 9 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上 1 0 ， 0 0 0 平方

メートル未満のもの

6 1 ， 5 0 0 円

面積が 1 0 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上 2 5 ， 0 0 0 平

方メートル未満のもの

7 7 ， 5 0 0 円

面積が 2 5 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上のもの

9 7 ， 0 0 0 円

適合証

及びこ

れに相

当する

ものと

して知

事が指

定する

ものの

いずれ

も添付

されな

モデル建物法によ

り評価されている

もの

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

3 8 ， 5 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 1， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

5 0 ， 0 0 0 円

面積が 1， 0 0 0 平方メー

トル以上 2， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

6 4 ， 5 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

1 0 4 ， 5 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー 1 3 6 ， 5 0 0 円
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　別表第 2 6 の 1 3 備考 8を同表備考 1 0 とし、同表備考 7を同表備考 9とし、同表備考

6を同表備考 8とし、同表備考 5を同表備考 7とし、同表備考 4を同表備考 6とし、同表

備考 3を同表備考 5とし、同表備考 2の次に次のように加える。

3　誘導性能基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 1 0 条第 2

号イ（ 1）及びロ（ 1）に規定する基準をいう。

4　誘導仕様基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第 1 0 条第 2

号イ（ 2）及びロ（ 2）に規定する基準をいう。

　別表第 2 6 の 1 4 住宅部分の部適合証、認定通知書、建設住宅性能評価書及びこれらに

い場合 トル以上 1 0 ， 0 0 0 平方

メートル未満のもの

面積が 1 0 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上 2 5 ， 0 0 0 平

方メートル未満のもの

1 6 4 ， 0 0 0 円

面積が 2 5 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上のもの

1 9 2 ， 5 0 0 円

標準入力法等によ

り評価されている

もの

面積が 3 0 0 平方メートル

未満のもの

1 0 0 ， 5 0 0 円

面積が 3 0 0 平方メートル

以上 1， 0 0 0 平方メート

ル未満のもの

1 2 8 ， 0 0 0 円

面積が 1， 0 0 0 平方メー

トル以上 2， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

1 6 2 ， 5 0 0 円

面積が 2， 0 0 0 平方メー

トル以上 5， 0 0 0 平方メ

ートル未満のもの

2 3 2 ， 0 0 0 円

面積が 5， 0 0 0 平方メー

トル以上 1 0 ， 0 0 0 平方

メートル未満のもの

2 8 6 ， 0 0 0 円

面積が 1 0 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上 2 5 ， 0 0 0 平

方メートル未満のもの

3 3 8 ， 0 0 0 円

面積が 2 5 ， 0 0 0 平方メ

ートル以上のもの

3 8 5 ， 5 0 0 円
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相当するものとして知事が指定するもののいずれも添付されない場合の項中「、モデル住

宅法又はフロア入力法」を「又はモデル住宅法・フロア入力法」に改め、同表備考 5中「

並びに第 1 0 条第 2号」を削り、同表備考 7中「モデル住宅法」を「モデル住宅法・フロ

ア入力法」に、「第 1条第 1項第 2号イ（ 2）（ⅰ）」を「第 1条第 1項第 2号イ（ 2）」に

改め、同表備考 8を削り、同表備考 9を同表備考 8とし、同表備考 1 0 を同表備考 9とし、

同表備考 1 1 を同表備考 1 0 とする。

　別表第 2 7 化学及び物理試験の項中「 2 9 ， 2 8 0 円」を「 3 0 ， 0 3 0 円」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

1　この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

　（ 1）　次号及び第 3号に掲げる規定以外の規定　公布の日

　（ 2）　第 2条第 1項第 1 9 3 号の次に 1号を加える改正規定、同項第 1 9 4 号の 3の改

正規定（「第 5 3 条第 5項」を「第 5 3 条第 5項（第 4号に係る部分を除く。）」に

改める部分に限る。）、同号の次に 1号を加える改正規定、同項第 1 9 8 号の改正規

定、同項第 2 0 0 号の 4の次に 1号を加える改正規定、同項第 2 1 3 号及び第 2 1 3

号の 3から第 2 1 4 号の 3までの改正規定、同項第 4 0 0 号の 8の次に 2号を加える

改正規定、別表第 2 7 化学及び物理試験の項の改正規定並びに附則第 3項の規定（熊

本県収入証紙条例（昭和 3 9 年熊本県条例第 2 4 号）別表第 1手数料の項第 1 8 4 号

の次に 1号を加える改正規定、同項第 1 8 5 号の 3の次に 1号を加える改正規定、同

項第 1 9 1 号の 4の次に 1号を加える改正規定、同項第 2 0 5 号から第 2 0 5 号の 3

までの改正規定及び同項第 3 6 3 号の 8の次に 2号を加える改正規定に限る。）　令

和 5年 4月 1日

　（ 3）　第 2条第 1項第 4 7 8 号及び第 4 7 9 号の改正規定　令和 5年 5月 2 6 日

　（経過措置）

2　この条例の施行の際現にされている申請等に対する改正前の熊本県手数料条例第 2条

第 1項に掲げる事務に係る手数料については、なお従前の例による。

　（熊本県収入証紙条例の一部改正）

3　熊本県収入証紙条例の一部を次のように改正する。

　　別表第 1手数料の項第 1 8 4 号の次に次の 1号を加える。

　　 184 の 2 　建築物の容積率の特例認定申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 1 8 5 号の 2及び第 1 8 5 号の 3を次のように改める。

　　 185 の 2 　隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽

率の許可申請手数料

　　 185 の 3 　前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合等における建築物
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の建蔽率の許可申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 1 8 5 号の 3の次に次の 1号を加える。

　　 185 の 4 　建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事等を行

う建築物の建蔽率の許可申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 1 8 6 号を次のように改める。

　　 186 　建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 1 9 1 号の 4の次に次の 1号を加える。

　　 191 の 5 　高度地区における建築物の高さの許可申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 1 9 2 号を次のように改める。

　　 192 　高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特

例許可申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 1 9 5 号を次のように改める。

　　 195 　再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さ

に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 2 0 0 号を次のように改める。

　　 200 　地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 2 0 5 号から第 2 0 5 号の 3までを次のように改める。

　　 205 　公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の認定申請手数料

　　 205 の 2 　公告認定対象区域における新築又は増築等に係る建築物の容積率又は各部

分の高さの特例許可申請手数料

　　 205 の 3 　公告許可対象区域における新築又は増築等に係る建築物の許可申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 2 0 7 号を次のように改める。

　　 207 　一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の

後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

　　別表第 1手数料の項第 3 6 3 号の 8の次に次の 2号を加える。

　　 363 の 9 　特定自動運行許可申請手数料

　　 363 の10　特定自動運行計画変更許可申請手数料

　（提案理由）

　建築基準法（昭和 2 5 年法律第 2 0 1 号）の一部改正等に伴い、手数料の規定を整備す

る必要がある。

　これが、この条例案を提出する理由である。


